
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

臨時号③ 
R 3 . 0 2 

令和 2 年分の確定申告がスタートしました。今号では、今年の税制改正の主な内容をお知らせする

とともに、コロナウイルス感染症に関する各種給付金などの税制上の取り扱いを御案内しますので、

御一読いただき確定申告にお役立てください。 

また、商工会では記帳や申告など確定申告全般について税理士に無料で相談できる「記帳継続指導

個別講習会」を開催します。お気軽に相談を申し込みくださいますよう御案内します。 

令和２年分の確定申告においてご留意いただきたい 

「主な税制改正など」と「給付金等の税務上の取扱い」 

主な税制改正点など 

 

● 新型コロナウイルス感染症により、緊急事態宣言の期間が確定申告期間（R3.2.16～3.15）と重なる

ことから、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が全国一律で令和 3 年

4 月 15 日（木）まで延長されました。 

● これに伴い、申告所得税と個人事業者の消費税の振替納税の振替日も延長されました。 

○ 申告期限・納付期限 

税  目 当  初 延 長 後 

申告所得税 令和 3年 3月 15日（月） 

令和３年４月１５日（木） 個人事業者の消費税 令和 3年 3月 31日（水） 

贈与税 令和 3年 3月 15日（月） 

○ 振替日 

税  目 当  初 延 長 後 

申告所得税 令和 3年 4月 19日（月） 令和３年５月３１日（月） 

個人事業者の消費税 令和 3年 4月 23日（金） 令和３年５月２４日（月） 
 

１ 所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長 

 

● 基礎控除が３８万円から４８万円に引き上げられました。 

● 併せて、合計所得金額が 2,400 万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500 万円を超える方の

控除が廃止されました。 

２ 基礎控除の改正 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金等の種類 非課税 課 税 

特別定額給付金 ○  

子育て世帯への臨時特別給付金 ○  

持続化給付金  ○ 

家賃支援給付金  ○ 

雇用調整助成金  ○ 

秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（30 万円）  ○ 

秋田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（県に上乗せする 20 万円）  ○ 

秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金（20 万円）  ○ 

秋田県雇用維持支援金  ○ 

上記のとおり、事業上の取引に関連して支給される給付金や助成金は、事業所得として課税の対象になります。 

なお、これら給付金等は対価を得て行われる資産の譲渡には該当しないため、消費税は不課税となります。 

 

 

 

● 商工会では、記帳や決算、確定申告など税に関するお悩みに対し、無料で税理士に個別に相談

いただける「記帳継続指導個別講習会」を開催します。 

相談を希望される方は事前にお申し込みをいただき、時間を調整して面談いただきますので、

ぜひこの機会に相談会を御利用ください。 
 

記帳個別指導個別講習会の開催日時 
① ３月 ３日（水）１３時～１６時 
② ３月 ９日（火）１３時～１６時 
③ ３月１２日（金）１３時～１６時  会場は「商工会館」です。 
申込み方法…商工会へお電話にてお申込みください。 

税理士との調整をさせていただき、改めて相談時間を御案内します。 

 

 

● 65 万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Tax による電子申告」が追加さ

れました。 

要 件 等 令和２年分 令和元年分 

簡易な方法での記帳 １０万円 １０万円 

① 正規の簿記（複式簿記）での記帳 

② 申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付 

③ 申告期限内での確定申告 

５５万円 ６５万円 

上記①～③に加え、 

「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」 
６５万円 ６５万円 

 

３ 青色申告特別控除の改正 

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して 

国等から支給される主な給付金等の課税関係 

記帳継続指導個別講習会の御案内〔相談無料〕 


